
第６１３回福崎町教育委員会会議録

開催日時 令和２年４月２３日（木） １３時３０分～１５時５０分

開催場所 福崎町役場 ３階 第１委員会室

出席委員 髙橋 渉、石川 治、桑谷祐顕、西井裕子、井奥智子

事務局 学校教育課長 大塚謙一、社会教育課長 松田清彦

１、開会

２、６１２回議事の報告を会議録により行い、承認されました。本会の署名委員として

石川委員・井奥委員を指名しました。

３、教育長報告

（１）児童生徒数

資料に基づき報告しました。本年度、高岡小学校の２年生３年生が複式学級になり

ました。

また、来年度の新１年生は今のところ２人で、今年の１年生と併せて８人になり、

複式学級の基準となります。したがって、１・２年、３・４年で複式学級になること

になりますが、最終的には、県教育委員会が決定します。

（２）出席状況

小中学校は、４月９日から臨時休業にしています。

認定こども園は、通常保育を15日まで実施しました。15日の出席者が312人、新型

コロナウイルスに関することから、欠席者が293人、約半数の出席者となりました。

16日から希望保育にしたところ、17日の出席者が207人、欠席者が398人となり、出席

率が34％で、かなり減っている状況です。

学童保育園については、西部の一番多い時の出席者数は64人、それが20日では46

人、東部で61人のところ、17日で35人で、激減にはなっていません。なお、出席者の

学年別に見てみると、１、２年生で過半数を占めています。

（３）主な変更点

① トライやる・ウィークについて、６月１日からの予定を12月７日からに変更し

ました。この期間中に視察をしたいと考えています。しかしながら、播磨西教育

事務所から予算の執行は行わないようにとの指示がありましたので、実施の有無

は、県教育委員会で今検討中の可能性があります。

② 自然学校について、６月１日からのところ、10月16日から３日間で予約を入れ

直しました。こちらも視察を考えています。

③ 修学旅行について、小学校は当初の予定どおり、10月22、23日に計画しており

ます。中学校については、両校とも５月の予定のところ、西中学校は10月１日か

ら、東中学校は10月６日から、それぞれ２泊３日で、旅行業者が行き先を含めて

調整中です。

④ 夏季休業中の補充学習について、通常１週間のところ、２～３週間の実施を考

えています。したがって、１学期の終業式を７月20日のところを31日に、２学期

の始業式を９月１日のところを８月17日にしたいと考えています。また、臨時休

業が５月末日までになれば、１学期の終業式を８月上旬にし、夏季休業日をお盆

の間だけになることも想定されます。



学校教育法施行規則や施行令によると、教育委員会が決定し実施できるとなっ

ていますので、５月の教育委員会で、休業日について改めて協議をお願いします。

⑤ ふるさと学習は中止しました。

⑥ 遠野市との交流も中止にしました。

⑦ 全国学力学習状況調査も中止になりました。

（４）郡教育長会について

資料に基づき報告しました。

（５）本年度中学校の教科書採択（神崎採択地区協議会）

資料に基づき報告しました。

（６）ＧＩＧＡスクール構想

タブレット端末を使い、今年のような状況が続いた場合、子どもたちと学校がつな

がり、オンライン授業ができることを目指しています。今年度中に環境を整え、授業

の実施は来年度になると考えています。

児童生徒の学力保障は不可欠として、これを使って指導する教職員の不安、悩みな

どの気持ちを十分に理解したうえで、実施したいと考えています。子どもの学力保障

と先生たちの思いも大事にしたいと、私は思っております。

（７）その他

① 郡教育委員連絡協議会総会について

別紙により説明し、総会のみ実施し、例年、総会の後に開催する懇親会は中止

する旨、報告しました。

② 三木家の現地視察について、了承を得ました。

③ 次回教育委員会について

５月21日（木）午前９時から開催します。

４、協議事項

資料に基づき、令和２年度卒園式の日程について協議しました。卒園式は３月19

日金曜日に実施することとしました。

５、報告事項

〈学校教育課〉

（１）緊急事態宣言後の対応について

資料に基づき報告しました。４月７日の緊急事態宣言を受け、小中学校では、４

月９日から５月６日まで臨時休業とし、週１回予定していた登校日も取りやめて、

週１回程度、課題提出、配布物等の確認及び生活状況、学習状況を確認することと

しました。幼児園は、４月16日から、１号認定児は休園、２号並びに３号認定児は

希望保育とし、できるだけ家庭での保育を要請しています。学童保育園は、午前８

時から午後７時まで開園し、土曜日は東部学童保育園のみとし、できるだけ家庭で

の保育を要請しています。

（２）学校行事の予定について

資料に基づき報告しました。先の教育長の報告に加えて、中学校体育大会を９月

12日に、小学校運動会を９月19日に予定しています。

（３）認定こども園、小学校、中学校の園児、児童、生徒数について



資料に基づき報告しました。小中学校の児童・生徒数及びクラス数並びに認定こ

ども園等入園状況について報告しました。

（４）損害賠償訴訟について

資料に基づき報告しました。３月19日（木）に第10回の弁論準備が行われ、原告

側から、準備書面に基づく真実があり、裁判所から原告に対して、次回までに確実

に主張を完了するように指導がありました。次回は、５月21日（木）に第11回弁論

準備が行われます。

（５）その他

① 令和２年度小・中学校・幼児園管理職名簿について

資料に基づき報告しました。

② 兵庫県市町村教育委員会連合会理事会・定期総会の中止と全県教育委員会研

修会の延期について

資料に基づき報告しました。

〈社会教育課〉

（１）新型コロナウイルス感染症対応について

資料に基づき、３月６日以降の社会教育施設の開館状況を報告しました。また、

主な行事予定についても、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として延

期や中止した行事を含め報告しました。

【その他】

教育長から各小中学校の状況報告を行いました。

福崎小学校は、課題の引き渡しを兼ねて家庭訪問、高岡小学校は校区巡回、田原小学

校並びに八千種小学校では、パソコン等のＩＣＴ環境の家庭状況のアンケート等を実施

した結果、ＩＣＴ環境が不十分な家庭があることがわかりました。福崎西中学校は、臨

時休業期間中に大きなトラブル、保護者からの苦情等はないと聞いています。福崎東中

学校は、新中２、３年生には、十分に課題を与えられるが、新１年生については課題を

与えることが難しい、併せて、不登校の生徒には、昨年の担任が小まめに連絡している

と報告をしました。

また、保護者に向けて、子どもの学習指導や心のケア等、悩みごとがあれば、遠慮な

く学校へ相談される体制づくりとそのことをメール、学年だより並びに学校だよりで発

信するように依頼したこと、あわせて、新型コロナウイルス感染者に対する風評被害に

ついても触れてほしいと依頼したことを報告しました。

○大庄屋三木家住宅、辻川界隈歴史・文化館（旧辻川郵便局）の様子を視察しました。

（14：55～15：50）

６、閉会

署名委員 石 川 治

署名委員 井 奥 智 子


